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※　本県の温室効果ガス全体の９６．５％を二酸化炭素が占めている。

排出量はほぼ横ばい
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家庭部門・業務部門の 

伸びが大きい

部門 1990年比増減 

産業 ‐12％

家庭 　　29％

業務      24％

運輸      17％

廃棄物     6.5％

工業プロセス ‐3７％
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ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０５０

　　　　　（平成２１年２月策定）

計画期間

　　　２００９年度～２０２０年度（１２年間）

　　　　※　２０１４年度に見直し

計画の位置づけ　

　・地球温暖化対策推進法に基づく「実行計画」

　・環境基本計画の「分野別中期基本計画」



  　およそ２０５０年の将来像

  　都市の魅力と田園の魅力を併せ持つ田園都市

  　低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の３つが一体化　

  　豊かな自然環境と飛躍的な技術革新の融合
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再生したみどりと川に彩られた 
低炭素な田園都市の集合体 



5 

２０５０年に世界全体の温室効果ガス排出量を半減させる
→　我が国は６０％から８０％の削減を行う必要あり

基準年　：　２００５年 

目標年　：　２０２０年 

対　象　：　温室効果ガス 

目　標　：　２５％削減 
※１９９０年比　２１％削減に相当
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地域総ぐるみで対策を推進するために、地球温暖化対策に関する
新たな条例を制定。（平成２１年３月）

条例のポイント

○事業活動
　　地球温暖化対策計画（エコアップ宣言）の対象事業者の拡大　など
○建築物の新築等
　　新築、増改築時の建築物環境配慮計画の提出　など
○自動車交通
　　自動車地球温暖化対策計画や自動車地球温暖化対策実施方針
　　の提出　など

○環境物品等の購入
　　特定電器機器販売者による省エネ性能の説明と表示の実施　など



県民
・日常生活での自主的・積極
的な温暖化対策への取組

事業者
・自主的・積極的な温暖化対
策の実施

環境保全活動団体
・温暖化防止への理解促

進

県
・温暖化対策の総合的・計画
的推進
・温暖化対策の率先実行

＜各主体の責務＞

＜各種対策＞

事業活動における地球温暖
化対策

建築物の新築等に係る環境
配慮

自動車使用に伴う温室 効果ガス
の排出抑制

環境物品等の購入等 の促進

・再生可能エネルギーの利用 ・森林及び身近な緑の保全等 

・廃棄物の発生の抑制等 ・地球温暖化の防止に関する学習の振興等   

　国、他の地方公共団体との連携協力、市町村への支援　など　　　 

◇電気機器等の省エネルギー性能の表示・ 
　説明　など 

＜推進体制＞　　　

低炭素社会を実現し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐ

◇自動車地球温暖化対策計画の作成・提出　　 
　など 

◇建築物環境配慮計画の作成・提出など 

◇地球温暖化対策計画の作成・提出など 

○事業活動や日常生活におけ
る温室効果ガス排出抑制対策 

○事業者、県民、環境保全 
活動団体等への指導・助言　

など 

県の地球温暖化対策 報
告
徴
収

立
入
検
査



勧
告

公
表

協　働協　力

＜目的＞
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計画書提出状況

①エネルギー使用量

　原油換算1,500ｋＬ／年以上
　の事業所

②店舗面積１０，０００㎡以上
　の大規模小売店

①②以外の事業所

エコアップ宣言 

事業所

・ＣＯ２排出量の把握 

・目標の設定

・ＣＯ２の削減　　　　　　　

・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実施

県
県
民

毎
年
提

出

自主

公表

◆エコアップ宣言事業所のＣＯ２排出量（Ｈ１９）は、１，１１９万トン
→産業・業務・工業プロセス部門の約５４％、　県全体の約２８％を占める。

義務事業所

５５９事業所

任意事業所

１０７事業所
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１，５５０ｋｌ

A社　浦和工場
浦和工場
計画書

１事業所あたりで

原油換算１，５００ｋｌ／年以上

浦和工場　1,000ｋｌ

B社　 

大宮工場　800ｋｌ

合計　1,800kｌ

合計　１，６００ｋｌ

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ
ﾁｪｰﾝ

B社
計画書

地球温暖化対策計画制度【H22.4～ 】

環境負荷低減計画
環境負荷低減計画制度

条例改正 対象拡大

県内合算で

１，５００ｋｌ/年以上

【H22.4～ 】

【H14’～H21’】

合算で対象（H22～）

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ
計画書

事業所毎対象

県内合算で

１，５００ｋｌ/年以上

提出期限
→平成２２年７月末



◆これまでの実績では、一定の削減効果が発揮されてきたが、近年は、

　 生産量の増大などの影響からＣＯ２排出量は増加傾向にある。　

◆　エネルギー多量使用企業に対する新たな対策として、 
　　削減目標設定・排出量取引制度の導入へ

H13～H19継続提出事業者からのCO2排出量の推移

10 
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  　県は各事業者に二酸化炭素の排出削減目標を提示
するとともに、達成状況について公表する。　
　※目標数値はできるだけ広域的にルール化し設定

  　事業所は、自らの削減実績に応じて、排出量取引を
行うことができる。　（事業所の任意）
　※排出量取引については、広域的に行えることが望ましい

  　県は、事業所に対して、省エネ設備の導入支援策を
用意する。ただし、支援を受けた事業所は、必ず削減
目標を達成しなければならない（排出量取引を活用す
ることも可） 制度とする。

～計画的な総量削減を～
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支
援



大規模事業者

県

県による
削減目標の
提示

排出量

削減量

削
減
目
標
量

排出量

超過排出量

大規模事業者（対策計画提出者等）
（原油換算1500ｋｌ以上のエネルギー使用事業者等）

①

②

県による
公表

削減量

計画書提出
排出量の報告
（毎年）

※取引への参加
　 は任意

④

計画的な
削減対策の実

施

③ Ａ社 Ｂ社

排出量取引イメージ目標設定・計画書制度イメージ

排出量取引

削
減
目
標
量

購
入

売
却



 平成２０年度　　　　　　　導入方針の決定

 平成２１～２２年度　 　　制度設計・周知

 平成２３年度～　 　　　　制度開始（目途）

　（第１期目の目標達成期間は４～５年後を想定）
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※スケジュールは今後の検討状況により変更になる場合があります。
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 太陽光発電拡大プロジェクトの推進 

　　　　　　　　　　　　住宅用設備に係る補助制度の創設

　　　　　　　　本体価格が６割に低減、設置費用を１５年で回収 

 民間事業者への導入支援
　　環境みらい資金に超低金利の太陽光発電特別融資枠を設定
　　　　　融資利率　年１．１０％　
　　　　　　※　信用保証付きでは　年０．８０％

区分 単価
（発電能力１ｋＷ当たり）

標準的な補助額
（１基当たり）

既存住宅 ６万円／ｋＷ 　２１万円

（３．５ｋＷ）
新築住宅 ３万円／ｋＷ 　１０．５万円
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３，５４７件（８月末現在、一日平均３４件） 

＜埼玉県における一日当たりの設置(申請)件数の推移＞ 

平成19年度（国及び県の補助金なし）　　　　　　一日平均 １２件 

平成21年１月13日から国の補助金スタート　　　　一日平均 ２４件 

平成21年４月１日から埼玉県の補助金スタート　　一日平均 ３６件 

２４市町
平成２１年度

１１市町
平成２０年度
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例）延べ床2,500㎡ 
のﾏﾝｼｮﾝ新築

２，０００㎡以上の
新築、増改築

建築物環境配慮計画 
の作成・提出義務 

建築物環境配慮計画
・・・・

＋

CASBEE埼玉県 

県HP等

＋

再生可能エネルギー 
導入検討結果
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受付・審査

（対象）
延べ床面積
2,000m2以上
の建築物

新築・改築

県届出 県
ホームページ　など

公表
省

性
能

太
陽
光
等

資
源
有
効

利
用

ー


対
策

・設備システムの効率化

・壁・窓の断熱性

・空調制御　　　　　など

・昼光利用（トップライトなど）

・自然エネルギー利用

　　（太陽光発電など）　　　など

・資源再利用率

・木材利用

・ペレットストーブ　　　など

・屋上・壁面緑化率

・駐車場の緑化　など

○建築物の評価
○対策実施状況（点数化）

○県重点項目の状況
　・太陽光発電

　・ヒートアイランド対策
　　　　　　　　　　　　　　　等

大
規
模
建
築
物

対

対
策

環境配慮建築物への
プラス評価（公的認定）

環境配慮建築物の増加

◇建築物環境配慮計画書制度イメージ 

◇計画書の提出に併せて、再生可能エネルギーの導入検討結果の 

　添付を義務付け 建築物の低炭素化
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A運送会社

自動車 
地球温暖化対策計画 

の提出義務
30台以上

自動車使用事業者
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３０台以上の自動車を使用する事業者

従業員３００人以上の荷主

○集客用途の面積が１０，０００m2以上の集客施設
○マイカー通勤者が多い事業者

　（従業員数３００人以上、うち５０％以上がマイカー通勤者）

（１）自動車運転者

①二酸化炭素の排出削減計画の
　　作成・提出義務

②一定割合の低燃費車の導入義務
　　（３００台以上使用の場合のみ）

（２）自動車使用者

エコドライブの実施努力義務

（３）荷主

自動車地球温暖化対策実施方針の作成・提出義務

（４）大規模集客施設・マイカー通勤者が多い事業者

○　エコドライブの普及、低燃費車、次世代自動車の
　　導入促進

○　自家用自動車利用を多く生じさせる事業者の環境

　　配慮の促進

事業系　　　　　　家庭系

バス

乗用車 貨物車

自動車タイプ別CO2排出量割合

全て
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TEL　０４８‐８３０‐３０３７（直通） 

FAX　０４８‐８３０‐４７７７ 

Mail　a3030-01@pref.saitama.lg.jp 

埼玉県　環境部　温暖化対策課

温暖化対策企画調整担当


